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離職を余儀なくされた非正規労働者等に対応するため、介護福祉士及び保育士の資格取得を目的とした 

職業訓練を、民間教育訓練機関等への委託により実施  
 

          平成２５年度訓練計画数： ３，４００人 （介護福祉士２，９００人、保育士５００人） 

 ３．安定雇用に向けた資格取得のための訓練の実施 

厳しい雇用失業情勢が続く中、訓練受講者数の実績等も踏まえ、必要な計画数を設定。 

大学、専修学校等の教育機関を含む多様な訓練機関を活用し、介護・福祉、医療、情報通信等の成長分野におけ
る職業訓練を推進 

   平成２５年度訓練計画数： 約１６．４万人 （施設内訓練：約４．３万人、委託訓練：約１２．１万人）  

公共職業訓練（離職者訓練）の推進 

 １．離職者訓練の推進（約１６．４万人） 

平成２５年度予定額  
約３１８億円（委託訓練関連予算のみ） 

※委託訓練計画数の内数  ２．長期の訓練コースの開発・設定 

  

 
 

非正規雇用として働く若者の増加や若者の技能離れが進む中、正規雇用を希望する若者に対する実践的な 

職業能力開発を強力に進めること等が重要であることから、ある程度高い仕上がり像を念頭に置いた人材育成を 

行うため、これまでよりも長期の訓練コース（６か月～１年）を設定。 

 

【平成25年度の取組み】 
①地域の大学、専門学校等の教育訓練機関の既存の教育プログラムを活用した訓練コースの設定の促進 

  （都道府県実施分として900人を想定） 
②関係機関と連携した実践的職業訓練プログラムの開発及び検証実施 

  
   

  

    
※委託訓練計画数の内数 



求職者支援制度について 

○ 雇用保険を受給できない求職者に対し、 

     ・ 訓練を受講する機会を確保するとともに、 

     ・ 一定の場合には、訓練期間中に給付金を支給し、 

     ・ ハローワークが中心となってきめ細かな就職支援を行うことにより、その早期の就職を支援するもの。 

 → 就職につながる制度となるよう、適正な訓練設定と厳しい出席要件、ハローワークへの来所を義務付け 

求職者支援制度の趣旨・目的 

○ 雇用保険を受給できない者で、就職を希望し、支援を受けようとする者 

      具体的には、  ・雇用保険の受給終了者、受給資格要件を満たさなかった者 

                 ・雇用保険の適用がなかった者 

                 ・学卒未就職者、自営廃業者等                      が対象 

対象者 

○ 民間教育訓練機関が実施する就職に資する訓練を認定。 

○ 成長分野や地域の求人ニーズを踏まえた地域職業訓練実施計画を策定し、これに則して認定。 

○ 訓練実施機関には、就職実績も加味（実践コースのみ）した奨励金を支給。 

訓練 

○ 訓練受講中、一定の要件を満たす場合に、職業訓練受講給付金（月１０万円＋交通費（所定の額））を支給。 

○ 不正受給について、不正受給額（３倍額まで）の納付・返還のペナルティあり。 

給付金 

○ 訓練開始前、訓練期間中、訓練修了後と、一貫してハローワークが中心となり、訓練実施機関と緊密な連携を図りつつ、支
援。 

○ ハローワークにおいて訓練受講者ごとに個別に支援計画を作成し、定期的な来所を求め支援（必要に応じ担当者制で支援
を行う）。 

訓練受講者に対する就職支援 

  平成２５年度予定額  約６８０億円（約１３．９万人分の職業訓練の受講機会を確保） 



 
  若年技能者人材育成支援等事業の概要                 （平成２５年度予算案 ３３億７４百万円） 

 

 
〈「ものづくりマイスター」の活用〉 
○業界団体等を参集したコンセンサスの形成 

○技能競技大会の競技課題等を解説した取組 

 マニュアル等の作成 

○ 「ものづくりマイスター」のデータベースの構築 

 

〈地域における技能振興（地域の支援）〉 
○「推進計画」を踏まえた各種教材の開発 

ex.・技能士の資質向上に資する教材 
  （新技術に対応した講習メニュー・教材） 
  （技能伝承ＤＶＤ・冊子（暗黙知の形式知化））  

    ・ものづくり体験教室や技能向上講習用教材 

○ポータルサイトによる技能士制度等の情報提供 

 

 

 

 

 

〈「ものづくりマイスター」の活用〉 
○若年技能者の人材育成に係る相談・援助 

○「ものづくりマイスター」の派遣による技能競技 

 大会の競技課題等を活用した実技指導の実施 

 

〈地域における技能振興（団体の企画提案で実施）〉 

ex. ・ものづくり体験教室、熟練技能者の製作実演 
  ・技能士の資質向上に資する講習の実施 
  ・小中学校の授業等へ熟練技能者を講師派遣 
  ・技能士が働く親子現場ツアー    

都道府県レベル 
（民間団体に委託） 

現状：若者のものづくり離れ・技能離れ 

課題：若者が進んで技能者を目指す環境の     

   整備、産業の基礎となる高度な技能を 

   有する技能者の育成など 

〈企業・業界団体、教育訓練機関〉 

若 年 技 能 者 の 人 材 育 成 ・ 技 能 尊 重 気 運 の 醸 成 等  

連
携
・
協
力
し
て
実
施 

○「ものづくりマイスター」制度の創設 
 マイスターが、技能競技大会の競技課題等を活用しながら、広く若年技能
者への実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行う。 
○地域における技能振興 
 技能士のスキルアップを図るとともに、技能士を活用した意識啓発事業を
行うことにより、地域関係者の創意工夫による技能尊重気運の醸成を図る。 

現状・課題 

中   央 
（民間団体に委託） 

地方公共団体、経済団体等 

との連携会議の設置 
推進計画の策定 

対 応 

http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/zenkoku/n_49/photo/02/03.jpg
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新事業展開を図
る中小企業等 

 

 

公
募
・
選
定
・
委
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新事業に関する

仕事の明確化 

能力の明確化 

 

目標の明確化 

 

カリキュラム

の開発 

教育訓練カリキュラムの開発 

大学・専修学校・公共職業訓練機関等の教育訓練機関との連携により、

事業主団体の意向に沿ったオーダーメイドのカリキュラム開発 

教育訓練の実施 
 
 教育訓練のコーディネイト（講師・施設・機材機器などの手配）、具体的

スケジュールの策定など 
 
 座学講習、実技講習…OJT、Off-ＪＴ、OJTと Off-JT との組み合わせ 

地域の活性化・雇用の確保 

～技能・技術を活かし新事業展開を図る企業への人材育成支援～ 

教 育 訓 練 機 関 

（大学・専修学校・公共職業訓練機関等） 

教育訓練カリキュラムの開発の手順の一例 

職務、仕事、作業、必要
な技能・技術・知識を明
確にする。 

従業員の現在の職業能
力を明確にする。 

技能・技術・知識の到達
水準の把握・確認を可能
にする。 

 

教育訓練効果を考慮し、
段階的・体系的な教育訓
練を編成する。 

○「新事業展開地域人材育成支援事業」の概要 

連携：相談・助言など 

地域の業界が抱えている課題 

 

新事業展開の具体的なアイデアや方向性は固まっているが、各企業の従

業員に新たな技能を習得させることなど、人材育成に課題を抱えている（人材

育成方法が分からない、資金・教育訓練場所がないなど）。 

中小企業の技能・技術を活かした新事業展開 

新事業展開に併せて、多能工

の育成を行うことも可能 

過去に

本委託

事 業 を

受 託 し

たことが

無 い こ

と。 



ジョブ・カード制度について 

①きめ細かなキャリア・コンサルティング、②実践的な職業訓練、③訓練修了後の職業能力評価等を通じ、非正規
労働者等の安定的な雇用への移行等を促進（平成２０年４月より開始） 

制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企
業
が
能
力
を
評
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雇用型訓練 
● 正社員経験に恵まれない者を企業が雇用 
● 企業実習 ＋ 座学の訓練 
● 在職非正規労働者の正社員化へのキャリ 
  ア・アップにも活用 
 

委託型訓練（日本版デュアルシステム） 
● 専修学校等に委託 
● 企業実習 ＋ 座学の訓練 

公共職業訓練（離職者訓練、学卒者訓練） 
● 主に雇用保険受給者が対象 
    

求職者支援訓練 
● 雇用保険を受給できない者が対象 
● 基礎的能力や実践的能力の付与  

訓
練
機
関
が
能
力
を

評
価 

職業能力形成プログラム 

訓
練
実
施
企
業
で
正
社
員
へ 

訓練せずに就職 

ホ    ッ    プ ス  テ  ッ  プ 正 社 員 へ 

就 
 

 

職 

ジョブ・カード 
評価シートを活用    企業、教育訓練機関等で職業訓練を受講 

ハローワーク

の支援 

○ ジョブ・カードを活用した雇用型訓練等の実践的な職業訓練の受講促進。 
○ ジョブ・カードを採用面接の応募書類として活用する企業の拡大。 
○ 2020年までに300万人のジョブ・カード取得者の達成。 

課題   

○ 職業能力や就業目標・課題を整理、
明確化 
○ 登録キャリア・コンサルタントが
仕事やキャリア・アップに取り組む姿
勢等をコメントとして記載 

ジョブ・カード 
履歴シート、職務経
歴シート、キャリア
シートを活用 

  

ハローワーク等で登録キャリア・
コンサルタント（※）が実施 

・応募書類 
・採用面接等における自己PRシート 
・履歴書、職務経歴書等の基礎資料 

（※）ジョブ・
カード講習を修
了した者 

ジョブ・カードを活用した 

キャリア・コンサルティング 
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